
各戸に１部ずつ配布願います。 

役場 建設課環境衛生係 

粗大ごみの出し方 

燃やせないごみで大型となる廃棄物などは粗大ごみとして出して

ください。 

粗大ごみは、電話申し込みによる収集と最終処分場へ自己搬入（持

ち込み）することができます。なお、収集を希望される際は必ず事

前に電話申し込みをしてください。 

 

◆電話申し込みの場合 

①事前に電話で申し込みをしてください。 

◇最終処分場（☎５２－２０３４） 

【電話受付時間】 

●月曜日から木曜日の午前９時から午後５時まで 

〇申し込みは、上記の電話受付時間帯にお願いします。 

〇粗大ごみ指定収集日の前日までに申し込みしてください。 

 

②電話で必要事項をお伝えください。 

〇住所・氏名・電話番号・粗大ごみの品目などをお知らせください。 

〇収集する場所の確認と処理料（処理券の枚数）などを案内します。 

 

③粗大ごみ処理券を購入してください。 

〇粗大ごみ処理券を取扱店で購入してください。 

※【別表１】処理券取扱店 

地 区 取  扱  店  

下金山 ＫＯＮ  産  業 

金 山 石  川  商  店 

 

幾 寅 

セブンイレブン 

高橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽﾄｱｰ 

ホ ク レ ン 商 事 



 

〇粗大ごみの重さや大きさで処理券の枚数が決められています。 

（処理券は１枚５００円です） 

※【別表２】粗大ごみ料金 

重 さ 大 き さ 処理券の枚数 

１０ｋｇ 

未 満 

長さ又は奥行きが１ｍ未満 １枚（５００円） 

長さ又は奥行きが１ｍ以上 ２枚（１，０００円） 

１０ｋｇ 

以 上 

長さ又は奥行きが１ｍ未満 ２枚（１，０００円） 

長さ又は奥行きが１ｍ以上 ３枚（１，５００円） 

 

④粗大ごみに処理券（シール）を貼ってください。 

〇粗大ごみの見やすいところに「粗大ごみ処理券（シール）」を貼って 

ください。 

〇汚れをふき取りシールがはがれないよう、しっかりと貼ってください。 

 

⑤打ち合わせた場所に粗大ごみを出してください。 

〇粗大ごみ指定収集日の午前 8 時 30 分までに電話で打ち合わせた場所 

（ごみステーションか自宅前など）に出してください。 

出す際のお願い 

１．粗大ごみはそのままで、袋やダンボール箱などには入れないでください。 

２．衣装ケースやタンスなどを出すときは、引き出しの中身を空にした状態で

出してください。 

３．ストーブ等を出すときは、必ず燃料を抜いてから出してください。（燃料が

入っている場合は回収できません） 

４．照明器具などを出すときは蛍光灯や電球などを外してから出してください。

（蛍光灯や電球は回収箱を設置してある場所へ持参してください） 

５．「おもちゃ」や「時計」など電池を使用するものは、電池を取り外してから

出してください。（電池は回収箱を設置してある場所へ持参してください） 

<裏面もあります> 



◆自己搬入（持ち込み）の場合 

粗大ごみの指定収集日（ごみ収集日程表の粗大ごみ収集日）以外にも、自己 

搬入（持ち込み）することができます。（毎週月曜日から木曜日） 

 また、粗大ごみ指定収集日の当日も自己搬入（持ち込み）することができ 

ますのでご留意ください。 

 

① 粗大ごみ処理券を購入してください。 

〇粗大ごみ処理券を取扱店で購入してください。 

 ※【別表１】処理券取扱店  

〇粗大ごみの重さや大きさで処理券の枚数が決められています。 

（処理券は１枚５００円です） 

    ※【別表２】粗大ごみ料金 

   

②粗大ごみに処理券（シール）を貼ってください。 

〇粗大ごみの見やすいところに「粗大ごみ処理券（シール）」を貼って 

ください。 

 

③最終処分場まで自己搬入（持ち込み）をしてください。 

【持ち込み受付時間】 

●毎週月曜日から木曜日の午前９時から午後５時まで 

●粗大ごみ指定収集日の午前９時から午後５時まで 

 

〇最終処分場で粗大ごみの受付をしてくだい。 

１）粗大ごみの種類や処理券の確認をします。 

２）粗大ごみの重さを量ります。 

３）粗大ごみの降ろす場所を案内します。 

 

 



 

◆粗大ごみ及び最終処分場で受け入れできない品目一覧表◆ 

家電リサイクル対象製品及び町では適正に処理できない物は粗大ごみとして

収集及び持ち込みできませんので注意してください。 

品   目   名 処 理 先 

家電リサイクル対象製品（液晶テレビ・ブラウン管テレビ・

冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン） 

購入先又は㈱山下電機

（℡52‐2719）へ 

産業廃棄物（主に工場や店舗・作業現場で発生する廃棄物） 産業廃棄物処理業者へ 

特別管理産業廃棄物（爆発性や毒性等があり、危険性がある

もの） 
産業廃棄物処理業者へ 

ＰＣＢ使用製品（コンデンサー・安定器など） 産業廃棄物処理業者へ 

家屋の解体材や廃材及び石膏ボードやグラスウールなど 産業廃棄物処理業者へ 

自動車やオートバイ、農業用及び酪農作業用機械など 購入先や販売店へ 

自動車やオートバイ、トラクターなどのタイヤやバッテリー 購入先や販売店へ 

自動車部品（ハンドル・オーディオ・オイルエレメントなど） 購入先や販売店へ 

消火器・プロパンガスボンベ 購入先又は取扱店へ 

農薬・劇薬 購入先や取扱店へ 

ビニールハウス鉄骨・農業用廃ビニール 購入先や取扱店へ 

ホームタンク・ドラム缶 
購入先やガソリンスタン

ドへ 

草刈機・チェーンソー・除雪機などエンジン付のもの 購入先や取扱店へ 

医療用注射器や針などの医療廃棄物 処方を受けた病院へ 

ピアノ 購入先や販売店へ 

〇ご不明な点は、最終処分場（☎５２－２０３４）もしくは役場建設課環境衛生

係（☎５２－２１７９）までお問合せください。  


